
議案第７７号 

 

   甲府市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 甲府市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和元年９月４日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市印鑑条例の一部を改正する条例 

 甲府市印鑑条例（昭和５６年１２月条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。 

第４条第１項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和

４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をい

う。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第３０条の２６第１項」を「令第３０条の１６第１項」に改め、「氏名の一部

を組み合わせたもの」の次に「、旧氏の一部を組み合わせたもの」を加え、同項第

２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。 

 第６条第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記

載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「が記載」を「の記

載が」に改め、「及び」の次に「当該」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

 

 

 

 

 



提案理由 

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏での印鑑の登録を行うについて

は、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


